
 

 

専門調査会の所掌の変更について 

 

 
１ 専門調査会の所掌の変更 

動物用医薬品専門調査会は動物用医薬品の食品健康影響評価を行っているが、ポ

ジティブリスト制度の導入に伴い評価要請案件が増加しており、今後行うことが必

要となる評価件数を勘案すると、現行の審議体制では対応が困難になることが見込

まれる。 
このため、動物用医薬品及び飼料添加物の両方の用途を有する物質等の審議にお

いて動物用医薬品専門調査会と連携を図っている肥料・飼料等専門調査会において、

動物用医薬品のうち、抗菌性物質、飼料添加物と共通の物質及び対象外物質の審議

を行うこととすることにより、審議の迅速化を図ることとした。 
 

 動物用医薬品専門調査会 肥料・飼料等専門調査会 

現 行 の

所掌 

 動物用医薬品の食品健康影響評

価に関する事項について調査審議

すること。 

 肥料・飼料等の食品健康影響評価

に関する事項について調査審議す

ること。 

 ↓          ↓ 

変 更 後

の所掌 

動物用医薬品（抗菌性物質、飼料

添加物と共通の物質及び対象外物

質*を除く。）の食品健康影響評価に

関する事項について調査審議する

こと。 

肥料・飼料等及び動物用医薬品（抗

菌性物質、飼料添加物と共通の物質

及び対象外物質*に限る。）の食品健

康影響評価に関する事項について

調査審議すること。 
* 食品衛生法第１１条第３項に規定する「人の健康を損なうおそれのないことが明らかで 

ある物質」 
 

２ 専門調査会の所掌の変更の時期 
専門調査会の所掌の変更は、専門委員の改選に併せ、平成２１年１０月１日とし、

食品安全委員会専門調査会運営規程（平成１５年７月９日食品安全委員会決定）に

ついて、所要の改正を行った。 
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